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■　資料編

（平成15年4月1日現在）

スポーツ振興課 文    化    課 生 涯 学 習 課 指    導    課 学    務    課
　（振興班） （文化振興班） （企画調整班） （指導班） （学事班）　　　 （教育総務班）
　（施設管理班） （埋蔵文化財班） （生涯学習推進班） （保健給食班） （学校管理班） （施設班）　　　

（文化財保護班） （青少年教育班） （企画財務班）
（人権教育担当）
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 佐倉教育ビジョン推進計画策定経過 

 

平成１５年 

４ 月２１日    第１回佐倉教育ビジョン推進計画策定会議 

                 ・推進計画の概要、スケジュール等 

４ 月３０日   第１回佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 

                 ・推進計画の概要、スケジュール等 

５ 月１４日   第２回佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 

                 ・今後予定されている新規施策、主要事業 

                 ・フリートーキング 

５ 月２８日    第３回佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 

                 ・フリートーキング 

                 ・各課から聞いてみたい事項等について意見交換 

７ 月 ２ 日    第４回佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 

                 ・各施策テーマごとの当面の課題とそれに対応す

るための施策(事業)の検討 

７ 月１６日    第５回佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 

                 ・各施策テーマごとの当面の課題とそれに対応す

るための施策(事業)の検討 

                 ・教育懇話会の開催報告 

 

 

 

 

 

７ 月２８日    第２回佐倉教育ビジョン推進計画策定会議 

                  ・検討部会における検討経過 

                  ・教育ビジョン推進に向けての各課の施策展望 

                  ・フリートーキング 

８ 月 ６ 日    第６回佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 

                  ・第２回策定会議結果報告 

                  ・各施策テーマごとの具体的な施策(事業)の位置

づけの検討 

  ８ 月２７日    第７回佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 

                  ・各施策テーマごとの具体的な施策(事業)の位置

づけの検討 

                  ・数値目標の設定と既存事業の廃止(見直し) 

  ９ 月２４日    第８回佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 

                  ・各施策テーマごとの具体的な事業の内容と数値

目標の設定の検討 

１０月 １ 日    第９回佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 

                  ・各施策テーマごとの具体的な事業の内容と数値

目標の設定の検討 
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１０月１５日    第１０回佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 

                 ・｢佐倉の教育に関するアンケート｣調査結果報告 

                 ・各施策テーマごとの具体的な事業の内容と数値

目標の設定の検討 

                 ・既存事業の廃止(見直し) 

１０月２０日    第３回佐倉教育ビジョン推進計画策定会議 

                 ・教育ビジョン推進に向けての具体的な事業提案

の検討 

                 ・既存事業の廃止(見直し) 

１０月２７日    第４回佐倉教育ビジョン推進計画策定会議 

                 ・教育ビジョン推進に向けての具体的な事業提案

の検討 

１１月１２日    第１１回佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 

                 ・第３回、第４回策定会議結果報告 

                 ・提案事業の追加、修正等 

１１月１７日    第５回佐倉教育ビジョン推進計画策定会議 

                 ・教育ビジョン推進に向けての具体的な事業提案

の検討 

平成１６年 

１  月１４日   第６回佐倉教育ビジョン推進計画策定会議 

                 ・各所属からの具体的な提案事業の検討 

                 ・(仮)佐倉教育ビジョン推進計画(案)の検討 

１ 月２１日    教育委員に経過等、概要説明 

１ 月２８日    第１２回佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 

                    ・(仮)佐倉教育ビジョン推進計画(案)の検討 

２ 月 ４ 日   第７回佐倉教育ビジョン推進計画策定会議 

                    ・(仮)佐倉教育ビジョン推進計画(案)の作成 

２ 月１８日    教育委員会議に協議 

３ 月１７日    教育委員会議に議案提出→可決 
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策定組織

佐倉教育ビジョン推進計画策定会議

（ ）目的
佐倉教育ビジョン を推進するための計画を策定するため、『 』

佐倉教育ビジョン推進計画策定会議 以下 策定会議 とい（ 「 」
う を設置する。。）

（ ）所掌事務
策定会議は、次に掲げる事務を行う。

１ 佐倉教育ビジョン に基づく推進計画を作成すること。（ ）『 』
２ その他必要と認める事項。（ ）

（ ）策定会議
策定会議は、別表に掲げる委員をもって構成する。ただし、

委員が出席できない場合には、代理者を出席させるものとす
る。

策定会議に、委員長１名及び副委員長１名を置く。
委員長には教育次長、副委員長には教育総務課長をもって

あてる。
委員長は、策定会議の事務を総理し、会議の議長となる。
策定会議は委員長が招集する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時はそ

の職務を代理する。

（ ）任期
委員の任期は、策定会議の設置された日から平成１６年３

月３１日までとする。

（ ）検討部会の設置
策定会議は、必要に応じて、佐倉教育ビジョン推進計画検

討部会 以下 検討部会 という を設置し、所掌事務等につ（ 「 」 。）
いて検討させることができる。

（ ）意見の聴取
策定会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求

め、説明または意見を聞くことができる。

（ ）事務局
策定会議の事務局を教育総務課企画財務班に置く。

（ ）設置
策定会議は、平成１５年４月１４日から設置する。

（ ）その他
ここに定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事

項は、別に定める。
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佐倉教育ビジョン推進計画検討部会

（ ）目的
佐倉教育ビジョン推進計画策定会議 以下 策定会議 とい（ 「 」

う における検討資料、計画の素案等を作成するため、佐倉。）
教育ビジョン推進計画検討部会 以下 検討部会 という を（ 「 」 。）
設置する。

（ ）所掌事務
検討部会は、次に掲げる事務を行う。

１ 佐倉教育ビジョン に基づく推進計画の素案を作成する（ ）『 』
こと。

２ 策定会議における検討資料を作成すること。（ ）
３ その他策定会議が必要と認める事項。（ ）

（ ）検討部会
検討部会は、別表に掲げる部会員をもって構成する。
検討部会に、部会長１名及び副部会長１名を置く。
部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。
部会長は、検討部会の事務を総理し、会議の議長となる。
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故がある時はそ

の職務を代理する。
検討部会は教育総務課長が招集する。

（ ）任期
部会員の任期は、検討部会の設置された日から平成１６年

３月３１日までとする。

（ ）意見の聴取
検討部会において必要と認めるときは、関係者の出席を求

め、説明または意見を聞くことができる。

（ ）事務局
検討部会の事務局を教育総務課企画財務班に置く。

（ ）設置
検討部会は、平成１５年４月２３日から設置する。

（ ）その他
ここに定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事

項は、別に定める。
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別表

佐倉教育ビジョン推進計画策定会議 委員 佐倉教育ビジョン推進計画検討部会 部会員

区　　分 氏　　名 所属　・　職名 区　　分 氏　　名 所属　・　職名

委　員　長 海野　　 道義 　教育次長 部　会　長 田中　喜代志 　生涯学習課企画調整班主査

　参事（教育総務課長） 副部会長 安西　  啓雄 　学務課学校管理班指導主事

（H15.7. 1～H16.3.31） 　 教育総務課教育総務班主査補

　教育総務課長 　（H15.7. 1～H16.3.31）

（H15.4.14～H15.6.30） 　 教育総務課企画財務班主査補

委　　　 員 石井　加壽子 　参事（生涯学習課長） 　（H15.4.23～H15.6.30）

委　　 　員 原田　　 賢吉 　学務課長 部　会　員 鴨志田　　聡 　教育総務課施設班主任主事

委　　　 員 松田　　 義一 　指導課長 部　会　員 岩井　  好弘 　学務課学事班主任主事

　文化課長 部　会　員 住毋家　 規夫 　 指導課指導班指導主事

（H15.7. 1～H16.3.31） 部　会　員 髙野　 美智子 　 指導課保健給食班指導主事

　文化課長 部　会　員 牛玖　　  幸一 　 生涯学習課生涯学習推進班主査補

（H15.4.14～H15.6.30） 部　会　員 河原　 有希子 　 文化課文化振興班主任主事　  

　スポーツ振興課長 部　会　員 西野　　  剛史 　 文化課文化財保護班主事　  

（H15.7. 1～H16.3.31） 部　会　員 田辺　　  篤也 　 スポーツ振興課施設管理班主任主事　

　スポーツ振興課長 部　会　員 大槻　　  泰之 　 志津公民館主査補 

（H15.4.14～H15.6.30） 部　会　員 小廣　　  早苗 　 志津図書館司書

部　会　員 柴田　　  芳彦 　 音楽ホール主任主事 

部　会　員 永山　　  智子 　 美術館学芸員          

部　会　員 小長井　 博子 　 教育センター指導主事    

鵜澤　登美子

田村　　 言行

齋藤　　  義明

石橋　　  正康 

委　　 　員

伊佐　　　　章

竹村　　　　悟

部　会　員

副委員長

渡辺　　　　聰

小川     長佑

委　　 　員
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